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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気光学効果を有する基板と、該基板上に形成された光導波路と変調用電極とを備えた
光制御素子の製造方法において、
　該電気光学効果を有する基板は、ニオブ酸リチウム又はタンタル酸リチウムで形成され
、
　前記光導波路を形成する基板表面に、該基板表面よりＭｇ又はＺｎをドープし、
　その後、ドライエッチングにより、該基板に溝を形成してリッジ構造を形成するリッジ
加工を行い、
　さらに、その後に、Ｍｇをドープした場合には９５０～１１００℃で、Ｚｎをドープし
た場合には５００～８００℃で、各々５～１２時間の加熱処理を行うアニール処理を施す
ことを特徴とする光制御素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光制御素子に関し、特に、電気光学効果を有する基板に、光導波路及び変調用
電極を備えると共に、該基板表面にリッジ構造を形成した光制御素子に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光通信、光計測などの技術分野においては、光スイッチや光位相変調器、光強度変調器な
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どの光制御素子が多用されている。
光制御素子としては、駆動電圧が小さく、高速動作が可能なものが有用であり、特に、Ｌ
ｉＮｂＯ３（以下、ＬＮという）などの電気光学効果を有する基板に、光導波路及び変調
用電極を形成した光制御素子が注目されている。
また、このような光制御素子においては、変調用電極により発生した電界が、効率良く光
導波路に印加されることが必要であり、このための工夫として、例えば特許公報第２５５
０６０６号公報、特開２００１－３５００５０号公報のように、基板表面のリッジ部又は
リッジ間に光導波路を形成することが行なわれている。
【０００３】
しかしながら、ＬＮ変調器のような電気光学効果を有する基板を利用した光制御素子では
、該光制御素子に印加される直流電圧、温度変化及び経時変化などにより、該光制御素子
に印加される変調電圧のバイアス点が徐々に適正値からずれる現象が生じる。これはＤＣ
ドリフト現象と呼ばれているものであり、特に、近年の光通信における広帯域化、高速化
に伴ない、４０ＧＨｚにも達する光変調を行なった場合、非常に大きなＤＣドリフト現象
が発生している。
しかも、光制御素子においてリッジ構造を有するものほど、ＤＣドリフトが生じやすく、
光制御素子の駆動安定化のためには、このＤＣドリフト現象を抑制することが不可欠にな
っている。
【０００４】
ＤＣドリフト現象を抑制する方法として、特公平５－７８０１６号公報には、電極間に導
電膜を設ける方法が開示されている。これは、基板の温度変動により基板内の分極状態が
変化するため、駆動電圧の動作点が変化するのを抑制するものである。
また、本出願人による先の出願である特願２０００－３９９９２７号（特開２００２－２
０２４８３号公報）では、製造工程中で基板を酸素含有雰囲気中でアニーリングする方法
を提案している。これは、基板上に形成したバッファ層に開口を形成する際に、非反応性
ドライエッチングを利用するため、バッファ層のオーバーエッチングにより基板内の酸素
が欠乏状態となることに起因してＤＣドリフト現象が発生するのを抑制するものである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上述したＤＣドリフト現象の抑制方法では、リッジ構造を有する光制御素子に
おいて、ＤＣドリフト現象を十分に抑制することができず、特に、広帯域で使用する際に
は、大きな問題となっていた。
　本発明の目的は、上述した問題を解決し、リッジ構造を有する光制御素子におけるＤＣ
ドリフト現象を抑制すると共に、広帯域においても駆動安定性の高い光制御素子を製造す
ることを可能とする光制御素子の製造方法を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、請求項１に係る発明では、電気光学効果を有する基板と、
該基板上に形成された光導波路と変調用電極とを備えた光制御素子の製造方法において、
該電気光学効果を有する基板は、ニオブ酸リチウム又はタンタル酸リチウムで形成され、
前記光導波路を形成する基板表面に、該基板表面よりＭｇ又はＺｎをドープし、その後、
ドライエッチングにより、該基板に溝を形成してリッジ構造を形成するリッジ加工を行い
、さらに、その後に、Ｍｇをドープした場合には９５０～１１００℃で、Ｚｎをドープし
た場合には５００～８００℃で、各々５～１２時間の加熱処理を行うアニール処理を施す
ことを特徴とする。
【０００７】
　さらに、光制御素子の製造方法において、より好ましくは、Ｍｇ又はＺｎのドープ量は
、該基板中の表面側の濃度が０．５～７重量％であること、また、Ｍｇ又はＺｎをドープ
して形成されたＤＣドリフト防止層の厚さは、基板表面より基板内部に向かって０．５μ
ｍ以上であることを特徴とする。
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【０００８】
本発明者らは、リッジ構造を有する光制御素子において、ＤＣドリフト現象が発生する原
因は、基板にリッジ部を形成する際のドライエッチングにより、ＬＮ基板を構成するＬｉ
が拡散し（Ｌｉ欠損）、基板表面抵抗が変化することが主因であることを見出した。
そして、請求項１に係る発明のように、基板表面にＤＣドリフト防止層を形成し、併せて
リッジ加工後の基板を、アニール処理することにより、基板内のＬｉ欠損部が回復し、Ｄ
Ｃドリフト現象が改善されることが判明した。
【０００９】
　特に、ドリフト防止材料としてＭｇＯ又はＺｎＯを選択し、Ｍｇ又はＺｎを基板にドー
プすることによりＤＣドリフト防止層を形成する場合が最も効果的であることが判明した
。しかも、ＭｇＯを用いた場合は基板表面抵抗の改善に、特に効果があり、ＤＣドリフト
に対する長期安定性が優れている。
【００１０】
ＤＣドリフト防止層の条件としては、基板表面濃度が、０．５～７重量％となるようにド
ープすることが好ましく、さらに１～３重量％の場合、特に良好な結果が得られる。基板
表面濃度が０．５重量％未満の場合には、ＤＣドリフト防止効果が希薄となり、７重量％
より高濃度の場合には、基板が失透し、光導波路を伝播する光の伝播損失が大きくなる。
【００１１】
また、ＤＣドリフト防止層の厚さは、基板表面より基板内部に向かって０．５μｍ以上で
あることが好ましい。防止層の厚さが０．５μｍ未満の場合には、ＤＣドリフト防止効果
が希薄となる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を好適例を用いて詳細に説明する。
光制御素子を構成する基板としては、電気光学効果を有する材料、例えば、ニオブ酸リチ
ウム（ＬｉＮｂＯ３；以下、ＬＮという）、タンタル酸リチウム（ＬｉＴａＯ３）、ＰＬ
ＺＴ（ジルコン酸チタン酸鉛ランタン）から構成され、特に、光導波路デバイスとして構
成しやすく、かつ異方性が大きいという理由から、ＬｉＮｂＯ３結晶、ＬｉＴａＯ３結晶
、又はＬｉＮｂＯ３及びＬｉＴａＯ３からなる固溶体結晶を用いることが好ましい。本実
施例では、ニオブ酸リチウム（ＬＮ）を用いた例を中心に説明する。
【００１３】
光制御素子は、次のように製造する。
まず、基板表面に光導波路を形成する。光導波路は、Ｔｉ熱拡散法、エピタキシャル成長
法、及びイオン注入法などいずれの方法をも用いることができる。通常、線幅０．３～１
０μｍ、深さ２～１０μｍの光導波路を基板上に形成する。
【００１４】
次に、光導波路中の光の伝播損失を低減させるために、基板上に誘電体ＳｉＯ２等のバッ
ファ層を設ける。バッファ層は、ＳｉＯ２などの公知の材料から、蒸着法、スパッタリン
グ法、イオンプレーティング法、ＣＶＤ法など公知の成膜法により、厚さ０．２～２．０
μｍに形成することができる。
【００１５】
さらにその上に、信号電極及び接地電極からなる変調用電極を、Ａｕなどの導電性材料か
ら蒸着法並びにメッキ法、又は両者を併用することにより、厚さ１５～３０μｍに形成す
る。
なお、上記バッファ層を設けずに、基板上に電極を直接形成する方法などもある。
そして、一枚の基板ウェハに複数の光制御素子を作り込み、最後に個々の光変調器のチッ
プに切り離すことにより、光制御素子が製造される。
【００１６】
リッジ構造を有する光制御素子の製造方法としては、上記光制御素子の製造工程中に、基
板表面に複数本の溝を形成する工程を組み込むことにより、溝で挟まれたリッジ部を形成
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している。ただし、リッジ部の形成工程が全体の製造工程中のどの過程に組み込まれるか
は、光導波路とリッジ部との位置関係に依存する。例えば、光導波路をリッジ部内に形成
する場合には、光導波路又はバッファ層を形成した後にリッジ部の形成工程を行い、リッ
ジ間に光導波路を形成する場合には、光導波路形成前にリッジ部の形成工程が組み込まれ
る。
【００１７】
リッジ部の形成方法としては、ウエット又はドライエッチングのように化学的反応を用い
る方法や、サンドブラストなどのように機械的切削による方法があるが、本発明に係る課
題である、Ｌｉ欠損は、特にドライエッチングにより発生する。
ドライエッチングには、プラズマ放電中で発生する活性ラジカルを用いたプラズマエッチ
ングと、プラズマエッチングにスパッタリング効果を加えた反応性イオンエッチングがあ
るが、本発明では、非反応性ドライエッチングにより、リッジ部を形成する。具体的には
、バッファ層又は基板上に、クロムマスクを蒸着法などにより、例えば、厚さ０．３～２
．１μｍに形成する。その後、該クロムマスク上にフォトレジストを厚さ０．７～１．０
μｍに形成した後、フォトリソグラフィによって、前記フォトレジストをパターニングす
る。次いで、前記クロムマスクのリッジ部に対応する溝の部分を、ケミカルエッチングに
よって除去し、残ったフォトレジストは、有機溶剤により除去する。
【００１８】
その後、例えば、ＥＣＲプラズマ源を用いたドライエッチング装置内に前記クロムマスク
を有する基板を設置し、リッジ部に対応する溝部を、深さ１～２０μｍまでドライエッチ
ングを行う。残ったクロムマスクは、ケミカルエッチングなどにより除去される。
【００１９】
非反応性ドライエッチングに用いることのできるエッチングガスは、非反応性のプラズマ
イオン種を形成するものであれば特に限定されない。しかしながら、エッチングレートが
比較的高いこと、及び化学的に安定で取り扱い易いことから、不活性ガスを用いることが
好ましい。特に、入手しやすく価格が安いこと、エッチングレートの制御が容易であるこ
との観点から、アルゴンガスを用いることが好ましい。
【００２０】
　本発明に係る特徴の一つとしては、Ｍｇ又はＺｎを基板表面にドープすることによりＤ
Ｃドリフト防止層を形成する。
　ＤＣドリフト防止層の形成時期は、光制御素子の製造工程中におけるバッファ層又は変
調用電極を形成する前であるなら、いずれのタイミングでも組み込み可能である。例えば
、光導波路の形成前後、又はリッジ部の形成前後のいずれであっても、ＤＣドリフト防止
層が形成可能である。
【００２１】
　ドリフト防止材料であるＭｇＯ又はＺｎＯを用いたドープ方法としては、熱拡散法、プ
ロトン交換法、エピタキシャル成長法、及びイオン注入法などいずれの方法をも用いるこ
とができる。
　ＤＣドリフト防止層の条件としては、基板中の表面付近の濃度である基板表面濃度が、
０．５～７重量％となるようにドープすることが好ましく、さらに１～３重量％の場合、
特に良好な結果が得られる。基板表面濃度が０．５重量％未満の場合には、ＤＣドリフト
防止効果が希薄となり、７重量％より高濃度の場合には、基板が失透し、光導波路を伝播
する光の伝播損失が大きくなる。
【００２２】
また、ＤＣドリフト防止層の厚さは、基板表面より基板内部に向かって０．５μｍ以上で
あることが好ましい。防止層の厚さが０．５μｍ未満の場合には、ＤＣドリフト防止効果
が希薄となる。
【００２３】
　本発明に係る他の特徴としては、基板上にリッジ部をドライエッチングにより形成した
後に、該基板をアニール処理する。具体的には、基板を管状炉などの電気炉内に設置し、
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Ｍｇをドープした場合には９５０～１１００℃、Ｚｎをドープした場合には５００～８０
０℃、各々５～１２時間の加熱処理を行う。アニール処理の条件としては、より好ましい
処理温度は、Ｍｇをドープした場合９８０～１０３０℃、Ｚｎをドープした場合６００～
７００℃であり、より好ましい処理時間は８～１０時間である。このアニール処理により
、ドライエッチング時に生じた基板表面のＬｉ欠損部は、ある程度回復し、ＤＣドリフト
現象の発生を抑制することが可能となる。そして、先のＤＣドリフト防止層による効果と
相まって、優れたＤＣドリフト防止効果を実現することが可能となる。
　アニール処理における加熱温度が、Ｍｇをドープした場合で９５０℃未満，Ｚｎをドー
プした場合で５００℃未満となる場合には、Ｌｉ欠損の回復が不充分であり、１１００℃
を超えると基板からのＬｉの外拡散が発生し、好ましくない。
　また、加熱時間が、５時間未満である場合には、Ｌｉ欠損の回復が不充分であり、１２
時間を超えると、光導波路を形成するＴｉの拡散による光導波路の形状へ変化や光伝播損
失の増大、また、ドリフト防止材料であるＭｇＯ又はＺｎＯの外拡散や基板からのＬｉの
外拡散などによるＤＣドリフト防止効果の低下が生じる。
【００２４】
【実施例】
以下、実施例により、本発明を具体的に説明する。
（実施例）
実施例においては、上述した光制御素子の製造方法に基づき、図１に示す用なマッハツェ
ンダー型光変調器を形成した。図２は、図１の光変調器の一点鎖線Ａで切断した場合の断
面図を示す。
基板には、Ｚカット（基板表面に垂直な方向の電界に対して、電気光学効果を最も効果的
に発揮するもの）のＬＮ基板を利用した。
【００２５】
ＭｇＯを基板表面に塗布し、８５０℃で５時間、加熱処理することにより、基板内にＭｇ
を熱拡散させ、Ｍｇドープ層１０を形成した。次に、該基板内にＴｉ熱拡散法により、線
幅７μｍ、深さ５μｍの光導波路２を形成した。（図３参照）
さらに、基板上に、蒸着法によりＳｉＯ２からなるバッファ層５を厚さ０．５μｍに形成
した。
【００２６】
次に、ＥＣＲプラズマ源を備えるドライエッチング装置を用いると共に、エッチングガス
としてアルゴンガスを用い、上述した方法により、リッジ部に対応する深さ３μｍの溝部
分６を形成した。
そして、該基板１を、電気炉内に設置し、加熱温度１０００℃、加熱時間９時間のアニー
ル処理を実施した。
【００２７】
その後、バッファ層上に下地層としてＴｉ層及びＡｕ層を蒸着法により、形成した後、電
極層としてＡｕ層をメッキ法により厚く形成した。さらに、前記Ｔｉ層及びＡｕ層にケミ
カルエッチングを行うことによって分離し、信号電極３及び接地電極４を厚さ２０μｍに
形成した。
【００２８】
ＤＣドリフト量の計測方法は、上記光変調器に光ファイバを接続し、レーザ光（波長；１
５５０ｎｍ）を該光変調器に入力する。信号電極に、４０ＧＨｚの変調信号を入力すると
共に、所定のＤＣバイアス電圧を印加しながら、該光変調器からの出射光を光パワーメー
ターで観測した。
該光変調器を、８５℃に保持し２４時間の連続駆動を行い、その間、光変調器からの出射
光が最適変調状態となるように、ＤＣバイアス電圧を調整を行い、該ＤＣバイアス電圧の
調整量を、ＤＣドリフト量として調べた。
図４に、測定結果のグラフを示す。
【００２９】
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（比較例）
　上述した実施例におけるＭｇドープ、及びアニール処理以外は、全て同様に光変調器を
製作し、実施例に示した条件で、ＤＣドリフト量を計測した。その結果を図５のグラフに
示す。
【００３０】
　実施例と比較例とに係るＤＣドリフト量の変化を比較検討すると、２４時間後のＤＣド
リフト量は、実施例では０．５Ｖであるのに対し、比較例では、１．２Ｖとなっており、
特に、本実施例においては、駆動後８時間以上経過した後は、殆どＤＣドリフトが発生し
ておらず、ＤＣドリフト現象が効果的に抑制されていることが理解される。
　また、本実施例のＭｇドープの代わりに、ＺｎＯを用いてドープしても、ＭｇＯの場合
と同様に、ＤＣドリフト現象が効果的に抑制されることを確認した。
　さらに、上記実施例等では、リッジ部を有する光変調器を中心に説明したが、本発明に
係るＭｇ又はＺｎのドープによるＤＣドリフトの抑制効果は、リッジ部を有しない光変調
器などの光制御素子においても、有効に機能することも確認している。
【００３１】
【発明の効果】
　以上、説明したように、本発明の光制御素子によれば、リッジ構造を有する光制御素子
におけるＤＣドリフト現象を抑制すると共に、広帯域においても駆動安定性の高い光制御
素子を製造することができる光制御素子の製造方法を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る光制御素子の一例として利用する光変調器の概略図
【図２】図１の一点鎖線Ａにおける断面図
【図３】本発明に係るＤＣドリフト防止材料をドープした状態を示す図
【図４】実施例に係るＤＣドリフト量を示すグラフ
【図５】比較例に係るＤＣドリフト量を示すグラフ
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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